
 1

            教育委員会定例会（平成２６年２月）会議録教育委員会定例会（平成２６年２月）会議録教育委員会定例会（平成２６年２月）会議録教育委員会定例会（平成２６年２月）会議録                

１ 日   時 平成２６年２月６日（木）１５：００～１７：１５ 

２ 場   所 新居浜市庁舎３階 応接会議室 

３ 出 席 者 委 員 長  宮内 文久 

委    員   長野 美和子 三木 由紀子 伊藤 嘉秀 

教 育 長   阿部 義澄 

事務局長  藤田 佳之 

総括次長  木村 和則 

次  長  横井 敏行 坂本 睦美 

課  長  加藤 京子 横井 邦明 渡辺 環 伊藤 繁次郎 

４ 教育長の一般報告 教育長の報告 

１月分行事報告及び２月分行事予定について 

その他 

５ 記録者氏名 社会教育課 岡部 文仁 

６ 会議の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜教育長の一般報告＞ 

 

＜議案＞ 

議案第２号 平成２６年度教育基本方針について 

議案第３号 新居浜市社会教育委員設置条例の一部を改正す

る条例の議案送付について 

議案第４号 新居浜市教育委員会事務局処務規則の一部を改

正する規則の制定について 

議案第５号 新居浜市教育委員会事務局等事務決裁規程の一

部を改正する規程の制定について 

議案第６号  新居浜市広瀬歴史記念館設置及び管理条例施行

規則の一部を改正する規則の制定について 

議案第７号 新居浜市立公民館長の任命について 

議案第８号 新居浜市地域交流センター所長の任命について 

議案第９号 新居浜市市民文化センター運営審議会委員の委

嘱について 

 

＜請願＞ 

  請願第１号 違法な新検定基準の告示の取消を求める意見

書の提出について 
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＜いじめ、不登校等生徒指導関係＞ 

 

＜その他＞ 

平成２６年度教育委員会取組方針（子どもたちの成長を願っ

て）（案）について 
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宮内委員長 

 

 

 

 

 

 

 

阿部教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは定刻がまいりましたので、ただ今から平成２６年第２回

新居浜市教育委員会定例会を開催いたします。 

 本日の会議録署名委員は、伊藤委員さん、長野委員さんにお願い

いたします。会期は本日限りといたします。 

 平成２６年第１回定例会会議録の承認につきましては、三木委員

さん、伊藤委員さんにご署名をいただいております。 

 それでは、教育長さんの一般報告をお願いいたします。 

 

それでは、一般報告を行います。資料の２ページをご覧くだ

さい。 

 １月の主な行事についてご報告いたします。 

１０日 新居浜市教育委員会が取り組んでいる「ふるさと学習」

の一環として第１回新居浜ものしり検定が新居浜商工会議所の協

力のもとに、市内全小学校の６年生約１，１００人を対象に行われ

ました。第１回ということで大変難しかったようです。 

１１日 平成１６年度の「子どもと教育を語るつどい」で提案さ

れ、平成１７年度から実施している第９回新居浜市小・中学生科学

奨励賞発表会が、愛媛県総合科学博物館で開催されました。今年は

学校代表作品として、小学生１４３点、中学生８６点、計２２９点

の貴重な研究成果が報告されました。このうち、特選７点、優秀１

３点、入選３９点が表彰され、特選に選ばれた研究作品につきまし

ては、研究発表がされました。学校への応募総数は小学校１，３３

５点、中学校２，２９４点と合計３，６２９点ありました。応募作

品が充実していたため特選作品の選考にも大変苦慮しました。その

中で、7作品が選考されました。若宮小学校１年山本健太さんは「い

ろのじっけん」。大生院小学校３年田村茉莉さんは昨年の「ダンゴ

ムシＶＳワラジムシ大迷路対決－交たい性転向反応はどこまであ

るのか－」からさらに、「生きるぞ!ダンゴムシ」に発展させていま

した。ダンゴムシの模型作りに工夫されたそうです。金子小学校４

年三木雄翔さんの「回れ!水車!よく回る水車をみつけよう」。惣開小

学校５年石田泰輝君は「紙ひこうきの研究」から「じ石の研究」に

発展し、今年は「じ石の研究２」に発展されていました。東中学校

１年岡田志緒里さん、高津小学校４年岡田雅弘さんの兄弟の共同研

究として「氷の研究」、西中学校１年二瓶澪樹さんは「とことん太

陽電池」から「とことんペーパークロマト」そして今年「とことん

納豆研究~ネバネバの秘密を探れ~」に発展させていました。また、
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西中学校１年上田萌々花さんは「めざせ！染め物屋さん～合成着色

料と天然着色料の違い」から「めざせ！洗濯博士～洗剤の秘密を探

れ~」に発展させていました。昨年度表彰されることになった、科

学奨励賞に応募を続け、特選または優秀賞を５回以上受賞した者

へ、その努力と功績をたたえ「あかがね賞」が西中学校 1年二瓶澪

樹さんと上田萌々花さんに、新居浜南ロータリークラブ会長瀧山一

甫氏から送られました。新居浜市内の児童・生徒が同じテーマで疑

問を追い続けたり、科学に対しての意気込みを感じました。今後と

も子どもたちの意気込みを育てていきたいと支援をいただいてい

る、新居浜ロータリークラブ、新居浜南ロータリークラブの皆様方

や、審査に協力をいただいている、住友化学株式会社愛媛工場品質

管理部長 坂井喜代己氏、愛媛県総合科学博物館専門学芸員 進悦

子氏、新居浜工業高等専門学校准教授 朝日太郎氏、新居浜工業高

等専門学校准教授 柴田亮氏、角野小学校 秦博文校長、西中学校 

神野康一校長、また、作品応募から発表会の準備まで、ご協力いた

だきました市内小中学校の理科教育担当の先生方にお礼申し上げ

ます。御協力をいただき、ありがとうございました。  

  

１２日 平成２６年成人式が行われました。記念すべき成人とし

て約８００名が式に臨み、式典の進行は新成人を代表して高橋鷹山

さんと亀田あゆみさんが行ってくれました。また、近藤大地さんと

真鍋歩さんが新成人を代表して新成人の主張を発表されました。落

ち着いた式典が執り行われました。開催に対してご協力をいただき

ました、新居浜女性ビデオクラブ、要約筆記サークル「ＭiＭi」、手

話サークル「たけの子」、着付けボランティアの伊藤和子さん・西

原弘子さん、場内整理に新居浜青年会議所のボランティアの方々に

お世話になりました。ありがとうございました。新成人の方々に新

たな大人としての行動に期待したいものです。 

元プロ野球選手でオリックス投手コーチを務める星野伸之氏に

よる「にいはま少年野球教室」が、新居浜野球協会などで作る実行

委員会主催のもと９回目の教室が開催されました。 

１４日 臨時校長会を開催し、平成２６年度の教育委員会の取組

方針について各学校での協議を依頼しました。福祉教育委員会が開

催され、教育委員会の学力向上対策についての説明が行われまし

た。 

１５日 角野中学校が平成２５年度から２６年度の期間文部科
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学省委託による愛媛県教育委員会の研究指定を受け「特色ある道徳

教育推進事業」の中間発表が行われました。研究主題として「自他

を尊重し、つながりあい、より良い生き方を求める生徒の育成」を

目指して、これまでの取組の発表や２年３組の池田光希教諭による

「喜びのある生き方を目指そう」の主題名の下「二度と無い人生だ

から」（「愛」ある愛媛の道徳・中学校）の資料を使って、焦点授業

が公開されました。 

１８日 平成２５年度新居浜生涯学習大学「修業のつどい」が開

催されました。ロビー展示や各講座の学習成果の発表や新春篠笛コ

ンサートとしてヨーロッパで活躍中の篠笛演奏家、阿部一成先生の

演奏が行われました。国内外の民謡を、篠笛だけでなく太鼓やピア

ノ、朗読を取り入れた演奏があったり、篠笛の練習生徒の演奏があ

ったり、観客も一緒になって盛り上がりました。また、阿部先生作

曲の組曲「龍の声」等、篠笛を中心とした調べに、楽しい時間を過

ごすことができました。  

１９日 第２９回新居浜凧あげ大会が、青天の中、実行委員会の

運営により、開催されました。１３３の凧、約３５０名の参加があ

りました。凧が上がるほどの風を受けることがなかなかできない中

で、家族や学級児童同士で楽しんでいる姿を見ることができまし

た。市長賞には神郷小学校４年生の３クラス全児童で制作した連凧

が選ばれました。 

 ２２日 第７回春季全日本小学生男子ソフトボール大会に、参加

６０チームによる県予選を勝ち抜き、県代表として出場することに

なった中萩ＪＳＳの団員１６名(中萩小学校５年生)が、市長を表敬

訪問をされました。廣川キャプテンから「笑顔で試合を楽しみ、全

国制覇をしたい」という合言葉を目標に、練習を続けていますと力

強く語ってくれました。 

３１日から２月１日 教育委員研修として多摩市教育委員会が

市立の全小中学校をユネスコスクールとしてＥＳＤ教育に取り組

んでおり、多摩市教育委員会と多摩市立第一小学校の研究発表会に

参加しました。また、横浜市立東山田中学校の学校支援地域本部活

動について意見交換を行いました。 

５日 第３３回新居浜こども美術展が郷土美術館において１４

日までの期間開催されています。  

小学校親善球技大会が開催されました。 
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宮内委員長 

 

 

 

 

その他、２月の主な行事予定について報告を申し上げます。 

７日 ふるさと学習奨励賞２次審査会 第２回青少年センタ

ー運営協議会 

県立高校推薦入学試験 

９日 第２４回新居浜グローバルパーティー（ウイメンズプラ

ザ） 

１０日 学校支援員連絡会 

１１日 建国記念の日 四国ＥＳＤシンポジウム（市民文化セン

ター） 

第５５回新居浜市民マラソン大会 

差別をなくする市民の集い～ハートＦＵＬＬ新居浜～

（市民文化センター） 

１４日 第３回地域発達支援協議会 

１５日 第４１回えひめこども美術展地区展～２０日まで 

１６日 市Ｐ連研究大会（市民文化センター） 

ＳＳＴ研修会（ふれあいプラザ） 

１７日 校区別人権・同和教育懇談会運営委員会反省会 

    第７回学習環境委員会 

１８日 第３回不登校対策検討委員会 

１９日 市内中学校新入生説明会（大生院中は２７日に実施）  

２０日 第７回小中学校教頭研修会 

２２日 こども夢未来基金事業「平成２５年度防災学習リーダー

研修」（淡路市、神戸市） 

    第５回中学校トップアスリート事業(山根総合体育館~

２３日まで) 

    心理アセスメント学習会(ふれあいプラザ) 

２４日 第２回新居浜市幼保小連携推進協議会 

２６日 第３回小中学校長研修会 

 

以上で、一般報告を終わります。 

 

ありがとうございました。ただいまの教育長さんの一般報告で、

何かご質問やご意見等はございませんか。 

 

これより、審議に入ります。 

本日の審議案件は、議案８件及び請願１件の計９件です。それで
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藤田事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 宮内委員長 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 木村総括次長 

 

 

は、議案審議に入ります。 

本日の議案は、議案第２号から第９号までの８議案ですが、議案

第７号、第８号及び第９号は人事案件でございますので、新居浜市

教育委員会会議規則第３７条の規定により、この会の最後に非公開

で審議させていただきたいと思いますが、ご異議ございませんでし

ょうか。 

 

 はい。 

 

 ご異議がないようですので、最後に非公開で審議させていただき

ます。 

それでは、議案第２号「平成２６年度教育基本方針について」事 

務局から説明をお願いいたします。 

 

議案書の９ページをご覧ください。前回伊藤委員さんからご指摘

がありました、「子ども」という表記についてですが、文部科学省

が「子供」と漢字表記に変更したということで意見をいただいてい

ましたが、変更してまだ日が浅いことと、次年度大きな改正がある

ということで、平成２６年度はこのままいこうと思います。他の部

分については前回ご説明したとおりですので、ご審議よろしくお願

いいたします。 

 

ただ今のご説明で、何かご質問やご意見等はございませんか？ 

 

それでは、議案第２号について、ご承認いただけます方は挙手を

お願いいたします。 

（全員挙手） 

承認といたします。 

 

次に、議案第３号「新居浜市社会教育委員設置条例の一部を改正

する条例の議案送付について」事務局から説明をお願いいたしま

す。 

 

議案第３号「新居浜市社会教育委員設置条例の一部を改正する条

例の議案送付について」ご説明いたします。 

議案書の１０ページから１２ページをお開きください。 
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宮内委員長 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

木村総括次長 

 

 

 

 

平成２５年６月に公布されました、いわゆる第３次一括法により

まして社会教育法の一部が改正され、従前、社会教育委員の委嘱の

基準は同法において規定されておりましたところ、文部科学省令で

定める基準を参酌し、各地方自治体の条例で定めることとなったこ

とに伴いまして、条例の一部を改正しようとするものでございま

す。 

改正内容といたしましては、第２条に、従前の社会教育法に規定

され、この度の参酌すべき省令に規定されております、学校教育及

び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに

学識経験のある者の中から委嘱するという内容を追加するととも

に、これまで委員定数を１５人としておりましたが、これを１５人

以内に合わせて改正し、すう勢に応じ柔軟な対応を可能となるもの

となっております。また、見出しの形式等の整合性を図るものとな

っております。 

なお、この条例は、社会教育法の改正が平成２６年４月１日に施

行されることに合わせ、同日から施行したいと考えております。 

以上の改正を行うため、平成２６年２月議会に上程する条例の議

案を市長に送付いたします。 

ご審議よろしくお願いします。 

 

ただ今のご説明で、何かご質問やご意見等はございませんか？ 

 

それでは、議案第３号について、ご承認いただけます方は挙手を

お願いいたします。 

（全員挙手） 

承認といたします。 

 

次に、議案第４号「新居浜市教育委員会事務局処務規則の一部を

改正する規則の制定について」事務局から説明をお願いいたしま

す。 

 

議案第４号「新居浜市教育委員会事務局庶務規則の一部を改正す

る規則の制定について」ご説明いたします。 

財団法人新居浜市文化体育振興事業団が愛媛県の認定を受け、平

成２６年１月６日付けをもって公益財団法人新居浜市文化体育振

興事業団として移行登記が完了したことから、教育委員会事務局ス
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宮内委員長 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

木村総括次長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 宮内委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポーツ文化課の事務分掌における引用部分を改めるため、本案を提

出いたします。 

ご審議よろしくお願いします。 

 

ただ今のご説明で、何かご質問やご意見等はございませんか？ 

 

それでは、議案第４号について、ご承認いただけます方は挙手を

お願いいたします。 

（全員挙手） 

承認といたします。 

 

次に、議案第５号「新居浜市教育委員会事務局等事務決裁規程の

一部を改正する規程の制定について」事務局から説明をお願いいた

します。 

 

議案第５号「新居浜市教育委員会事務局等事務決裁規程の一部を

改正する規程の制定について」ご説明いたします。 

教育委員会事務局長及び課長の業務委託契約等の締結に係る事

務決裁権限について、市長部局の部長及び課長の決裁権限との間に

生じていた齟齬を規程の別表第１中「事務局長 業務委託契約及び

公有財産の購入契約を１千万円以下」に、「課長 公有財産の購入

契約を３００万円以下」に決裁権限を改正しようとするものでござ

います。 

ご審議よろしくお願いします。 

 

ただ今のご説明で、何かご質問やご意見等はございませんか？ 

 

それでは、議案第５号について、ご承認いただけます方は挙手を

お願いいたします。 

（全員挙手） 

承認といたします。 

 

次に、議案第６号「新居浜市広瀬歴史記念館設置及び管理条例施

行規則の一部を改正する規則の制定について」事務局から説明をお

願いいたします。 
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横井スポーツ文化課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 宮内委員長 

 

 

 

 

議案第６号「新居浜市広瀬記念館設置及び管理条例施行規則の一

部を改正する規則の制定について」ご説明いたします。 

議案書の１７ページから２０ページをお目通し下さい。 

広瀬歴史記念館については、旧広瀬邸が平成１５年５月に国の重

要文化財に指定され、別子銅山近代化遺産の代表する建築物として

市が保存・管理に努めておりますが、館の観覧者数につきましては、

平成２４年度が９，０３７人と第５次新居浜市長期総合計画で掲げ

た平成２７年度の中間目標値である１２，０００人、平成３２年度

の最終目標値である１５，０００人の達成は大変難しい情勢です。 

観覧者の大幅なアップには、観光担当課との緊密な連携が必要で

ありますが、現行の施行規則で定められた「観覧料の減免」の要件

については、対象範囲が極めて限定されており、減免額については、

全額もしくは半額の対応しかできないものであるため、広瀬歴史記

念館を市外県外等で展開する観光商品等に加えることが難しい状

態になっております。 

今回の改正は、新居浜市広瀬歴史記念館設置及び管理条例第４条

のただし書きにある「ただし、市長が必要と認めるときは、後納さ

せることができる。」といった規定を受け、規則第４条に、ただし

書きとして「ただし、教育委員会が特別の事由があると認める場合

は、記念館後納観覧券の交付を受け、及び観覧料を後納することに

より観覧することができる。」を追加し、後納による観覧に対応い

たします。 

また、「観覧料の減免」を規定している第５条第１項に第５号と

して、「（５）前各号に掲げるものほか、教育委員会が特別の事由が

あると認めるとき その都度教育委員会が定める額」を追加するこ

とにより、観覧料の弾力的な減免を可能にし、広瀬歴史記念館の観

覧者数を増加させ、更なる広瀬宰平の顕彰と別子銅山近代化遺産へ

の理解の広がり、深みを推進いたします。 

 なお、今回追加される第５条第１項第５号に関する事務取扱要領

を別に定め、「特別の事由」の要件について明記いたします。 

 

ただ今のご説明で、何かご質問やご意見等はございませんか？ 

 

 現在の観覧料はいくらで、後納者はいくらぐらいまで減額する予

定ですか。 
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横井スポーツ文化課長 

 

  

 

 

 

  

  

 

宮内委員長 

 

 

横井スポーツ文化課長 

 

 

宮内委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 阿部教育長 

 

 

 宮内委員長 

 

 加藤学校教育課長 

 現在の観覧料は、５２０円だと思いますが、ボランティアガイド

付きのタクシーを利用した場合は、旅行会社がクーポン券を発券す

る予定で、そのクーポン券を利用した場合は、当面の間団体料金適

用金額を想定しています。今後はバス等などの大人数の場合につい

ても適用していく予定で、それを商品化した場合には、団体料金適

用金額程度では競争力に欠けるということで、それより大幅な減額

で対応していきたいと思っています。その都度、観光担当者の方か

ら教育委員会の方に依頼があると思います。 

 

 入場者数が増えれば、入場料の収入が増え、広瀬邸の有用性が高

まるということですか。 

 

 入場料収入が増えれば、有用性は高まりますが、入場料収入自体

が増えるかどうかは今のところ分かりません。 

 

それでは、議案第６号について、ご承認いただけます方は挙手を

お願いいたします。 

（全員挙手） 

承認といたします。 

 

それでは、請願の審議に移ります。請願第１号「違法な新検定基

準の告示の取消を求める意見書の提出について」の審議を行いま

す。その前に、新居浜市教育委員会会議規則第４１条で、請願書の

討論及び採決は、請願者が議場から退出した後行うこととなってお

りますので、請願第１号「違法な新検定基準の告示の取消を求める

意見書の提出について」の請願者がいらっしゃいましたら、誠に申

し訳ございませんが一度退出いただきますようお願いいたします。 

 

それでは、教育長お願いいたします。 

 

 先日、教育委員会に請願書が提出されましたので、事前にお配り

させていただきました。審議の程よろしくお願いします。 

 

 事務局の方から背景等の説明をお願いします。 

 

 それでは、告示についてご説明させていただきます。平成２６年
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宮内委員長 

 

 

  

 

 

 阿部教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 宮内委員長 

 

 

 長野委員 

 

 

 

 

 

 

１月１７日官報で示された、文部科学省告示第２号「教科書用検定

規則第三条の規定に基づき義務教育諸学校教科用図書検定基準及

び高等学校教科用図書検定基準の一部改正について」でございま

す。内容としては、社会科及び地理歴史科の中での記述でございま

して、「近現代の歴史的事象のうち、通説的な見解がない数字など

の事項について記述する場合には、通説的な見解がないことが明示

されているとともに、児童又は生徒が誤解するおそれのある表現が

ないこと」というような告示が示されており、この告示内容を基に

いたしまして、請願が出されております。請願の内容はその告示の

取消を求める意見書の提出をお願いしたいという請願書となって

おります。 

 

 教育委員のみなさん、ご意見等はございませんか。 

 

 教育長、この請願提出者が新居浜市教育委員会に求めていること

は、新検定基準の告示の取消を求める意見書を国に提出することな

のですね？ 

 

 文部科学省が提示したことについて、違法かどうかこの教育委員

会で判断できることなのかどうか明確にはつきません。 

もう一つは、文部科学省が内閣との話し合いで決定した教科書検定

基準を基に、こちらで教科書の選定を行うわけですが、職権乱用で

あるとか違法であるとかそういうことには該当しないのではない

かと思います。なので、意見を提出する必要はないと思っておりま

す。 

 

教育長のご意見を聞き、他の委員さんいかがですか。 

 

 

教科書検定については、やはり現場にいる先生方、そして子供た

ちに直接かかわっていく問題ですから非常に重要なことだと考え

ています。 

今、国において教育についての改革が非常に速いスピードでどん

どん進められている。その中に、この検定基準も含まれているのだ

ろうと思いますが、どういうふうな考えで進んでいるか、その流れ

とか、新居浜市全体がどう考えるか愛媛県でどう考えるか、そうい
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 伊藤委員 

 

 

 

 

 

 宮内委員長 

 

 三木委員 

 

 

 

 宮内委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 阿部教育長 

 

 

 宮内委員長 

 

 

 

 

うふうな近隣のことも考えながら様々な意見を参考にしながら、新

居浜市も考えるべきだと思います。現段階で、検定基準について、

請願書に書かれてある一つの方向からの意見だけをとらえて、判断

する必要はないのではないかと思います。 

 

先日送られてきた資料や報道等を見てきたのですが、大きな違法

性というのは全くないと思います。やはり文科省が国を代表して、

検定についての見直し等をやっていくのは当然のことだと思いま

すし、違法性もありませんので、意見書を提出する必要はないと思

います。 

 

三木委員さん、何かご意見ございませんか。 

 

請願書を読ませていただいて、いろいろな考え方があるのはもち

ろんだと思いますが、違法性はないと思いますので、意見書を提出

する必要はないと思います。 

 

教育委員のみなさんの多くが、意見書を提出してしまうと、この

新検定基準そのものが違法ということを断定してしまうことにつ

ながりかねないという懸念を表明しております。 

請願第一号について、採択するという方は、挙手をお願いします。 

（挙手なし） 

ありがとうございました。では、不採択とさせていただきます。

よろしくお願いします。 

 

それでは、いじめ、不登校等生徒指導関係に移ります。事務局か

ら説明をお願いいたします。 

 

 お手元の生徒指導関係資料をご覧ください。 

＜資料に基づき説明＞ 

 

ありがとうございました。ただ今の説明について、何かご質問や

ご意見等はございませんか。 

  

 それでは、その他にご意見ありませんか。 

平成２６年度教育基本方針について、事務局から説明をお願いい
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 阿部教育長 

 

 

 

 

 長野委員 

 

 阿部教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

たします。 

 

「子どもたちの成長を願って」の資料ですが、一月定例会でも教

育委員さんたちに配布していましたが、それぞれの学校から出てき

た意見を集約したものです。これについて、どういう対応をしてい

けばいいか意見を出していただけたらと思います。 

 

 学校からの意見が出ているのはこれで全てですか？ 

 

締め切り後、提出があった２校分については、別紙として添付し

ています。 

 

 それでは、学校から出た意見について、少し詳細を説明していき

ます。１ページ目については、前向きな意見も多いので、このまま

実施していこうと思います。 

２ページ目については、Ｑ－Ｕに関する意見が３校ほどから出て

います。前向きな意見もあれば、低学年から導入するのは、少し難

しいのではないかという意見もありますが、低学年の不登校が増加

傾向にありますので、Ｑ－Ｕにより、生徒の心理状態を学校教員が

把握し対応するために、小学校１年生から実施するよう検討してい

く予定です。また、予算についても、その予定で検討しています。  

続いて、ハートなんでも相談員についての意見ですが、配置校等

についてはこれから検討していきたいと思います。 

３ページ目の特別支援教育支援員のことについては、要望もわか

りますが、まだ配置できていないので、今後検討していきます。 

４ページ目の学校教育環境等の整備については、適正な学校規

模、適正な学校配置、適正な男女比について、みなさんからご意見

をたくさんいただいております。通学区域弾力化である学校選択制

度を始めて１０年になりますが、当初予期していたことと少し違う

方向に進んでいるように感じています。当初教育委員会が思ってい

た子どもの個性、または部活動などの長所を伸ばすという本来の目

的からずれてきていると感じます。そういった意味で、検討委員会

を設け、見直しをしていきたいと考えています。今年の１０月には

新たな募集がかかりますので、９月からの周知期間１か月を考える

と、８月末までには、弾力化を検討しなければならないと思います。

教育委員さんのご意見をお願いします。 
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 宮内委員長 

 

 

 

 

 

 伊藤学校給食課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 宮内委員長 

 

 阿部教育長 

なお、通学区域弾力化を行うことになった経緯は、中学校の学級

数などの関係で、小学校で取り組んできたスポーツを、中学校でや

りたいのに部活動がないという問題の解決のためでした。部活動の

指導者である教師がいる学校へ行きたいという思いをかなえるた

めに始めました。ただ、学校の中でのふるさと学習ということにつ

いても重要な学習の１つでありますし、いろいろ弊害も出ており、

学校も様々なことを感じているようなので、部活動も２校の連合チ

ームを考えるとか柔軟に対応するようにして、中学校選択制を考え

直したいと思います。 

確かな学力についてですが、評価等も増やしながら、学校の使命

の一つは学力の向上ということで示していきたいと思います。 

１１ページ目の郷土愛についてですが、ふるさと学習の推進とい

うことで、「新居浜ものしり検定」を今年初めて実施しました。非

常に難問だったということ、学校の先生の協力体制下ではなかった

ことなどから、今後は工夫していきたいと考えています。 

各課担当のところについては、課長さんの方から連絡をお願いし

ます。 

 

課長さんの方からご意見はございませんか。 

 

浜松市の給食センターでノロウイルスの感染が発生しましたが、

新居浜市では調理員さんに対して教育ということはなさっている

のですか。 

 

衛生管理等については、調理員部会において、毎年指導しており

ます。なお、新居浜市でもノロウイルスに感染した調理員がおりま

した。検査の陽性結果が出たあとから出勤停止という措置をとりま

した。一昨日、再検査したところ陰性となりましたので本日から復

帰しております。同じ調理場の職員についても検査し、１１名検査

して１１名とも陰性でした。冬場はウイルス性の感染症、夏場は細

菌性がありますので手洗い、うがいを徹底するように指導をしてお

ります。 

 

道徳を事業化して採点するのは平成２６年から始まるのですか。 

 

まだです。平成２７年度から始まるという話がありますが、特別



 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 宮内委員長 

 

 

 阿部教育長 

 

 宮内委員長 

 

 

 長野委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

な時間という位置づけでする予定です。今まで教科書に準ずるもの

は、「こころのノート」というものがありましたが、それを改訂し

て、平成２６年４月から新しいものが配られます。 

教科となると、教育指導要領的には、国語や算数などと同様に評

価をしていかなければならないと思いますが、評価の仕方について

は文部科学省がどのような方針を打ち出してくるかで決まります。 

小学校低学年のとらえ方と中学校３年生のとらえ方とでは異な

ってくるので、その評価の仕方については今後研究が必要ではない

かと思います。 

 

平成２６年から行うのであれば、評価に対して皆さんどう考えて

いらっしゃるのかをお聞きしたかったのですが。 

 

まだ、決まっていないと思います。 

 

他に、平成２６年度版「子どもたちの成長を願って」について教

育委員さん他にご意見、ご質問はありませんか。 

 

先ほどお話しいただいた小・中学校の通学区域弾力化についてで

すが、各校からの意見を見させていただいて、学校現場の実情とい

うものがよく分かった気がします。１０年たった今、最初の目標か

らずれているということで、見直しをすることはいいことではない

かと思います。ただ、地域というのをどういうふうに考えるかにつ

いては、周りも含めて意識改革をしていかなければならない状況に

なっているのではないかと思います。 

子どもの数が本当に少なくなってきているので、自分の身近な地

域を「地域」ととらえるのか、もう少し広げて新居浜市全体を「地

域」ととらえるのか、状況に応じて見ていく必要があるのではない

かと思います。そうしないと、子供も保護者も自分のニーズに合わ

なければ、どんどん市外や県外に出ていく、そういうことをためら

わないという考え方が広がっています。それぞれの地域で大事に、

見守りながら地域とのつながりを大切に育てていく部分と新居浜

市の子供たちをどのように育てていくか、どのように伸ばしていく

か、そういうふうな考え方を周囲へ発信することや啓発するという

ことを今から考えていかなければならないのではないかと思いま

す。 
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 宮内委員長 

 

 

 

 

伊藤委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 宮内委員長 

 

 

 伊藤委員 

 

 

 

 

 

今からしっかり見直していただいて、子どもにとって、有益な方

策となっていくように、検討を重ねていっていただけたらと思いま

す。 

 

今さっきの長野委員さんの「地域」というものを地元の地域とと

らえるのか、新居浜市全体を地域ととらえるのかという意見は非常

に示唆に富んだご意見でした。 

三木委員さん、伊藤委員さん、ご意見がありましたらどうぞ。 

 

区域弾力化について思いますのは、確かに部活動に対する弊害が

あったと思います。現状の中で区域弾力化を見直すには、新居浜市

の教育委員会としては、市全体の子どもたちが学力においても、種

目競技においても補助できるような教育環境を整えていくことが

必要だと思います。その種目をやったことがない先生も、近隣の学

校の先生と協力しながら一緒に教えていく、先生自身のレベルも向

上していくという仕組み作りがまずは一つ必要なのではないかと

思います。 

今、現状で区域弾力化を見直すと、在住している地域の学校へ行

き、その学校にある部活動を行うということになると、ほとんどの

種目がクラブチーム化していくだろうと思います。教員ではない方

が指導者となり、そのクラブへ部活動そっちのけで新居浜市全体か

ら子どもたちが集まるといったような方向に走ってしまうのでは

ないかと思います。まずは学校の中で、身近にスポーツに親しめる

ような環境作り、体力向上、体力増進のための部活動ができる環境

づくりには先生のレベルを少しずつ上げていくという、そういう配

慮が必要なのではないかと思います。 

 

伊藤委員さんは、部活動というのは、ある程度、学校主体で、学

校が提供すべきではないかということですね。 

 

クラブチーム化してしまいますと、そこに通える環境が家庭の中

にあるのかどうか、親が送り迎えできるのかどうかとかですね。ほ

かにも、金銭面での負担が大きくかかってきますので、運動する機

会をなくしてしまう恐れのある子が出てきます。できれば、部活動

は学校の中で活発にやっていただくのが一番いいと思います。 
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教育長さんがおっしゃった中に、区域弾力化を見直す際に、授業

を受ける学校と放課後のスポーツを行う学校と分離してもいいと

いう意見がありましたが、それについて詳しく説明いただければと

思います。 

 

以前、新居浜でも男子バレーボール部がチームを単独では組めな

いので２校連合でチームを作って、中体連に申請したということが

あります。２校、３校一緒になってチームを作るということが中体

連でも認められてきています。どうしても、その学校では部活動が

なくてできないスポーツでも、隣の中学校にあるならば、そこに行

って行うという弾力化をできないだろうかと思っています。 

一つの学校で全種目の部活動を設置するのは無理ですし、特殊な

能力や経験が必要なスポーツを教える先生が全ての部活動にいる

かどうかといえば、決してそうではありません。それが現状です。

その種目を経験したことのない先生も指導しなければならないと

なると、小学校時代からやってきて、レベルが高まってきている生

徒に対して、それを伸ばす能力が先生にはないとなると、能力を伸

ばせる先生がいる学校へ保護者の責任でそこへ行って部活動して、

チームをつくって出場してもらうと。 

ただし、授業は、生まれ育った地域で受けてもらうということに

したい。部活の連合チームを促進していく方向で、新たにチームを

その中学校で作れない場合は、そういう形で学校を開放していった

らどうかと思います。 

学校長は、うちの学校はこの部活のみやりますというふうに提示

し、自分の学校にない部活については、他の学校に行ってやっても

いいというふうな形をとっていきたいと思います。部活動の選択に

ついて、融通が利くようにすれば、子どもたちの要求に少しでも答

えられるのではないかと思います。このような形で、区域弾力化と

いうのを見直していきたいと思っています。 

 

これだけ学校から意見が出てきましたので、前々から視察にも行

かせていただいて勉強してきた地域コーディネーターを学校の中

に導入していただいて、地域の中で、種目の得意な方、指導できる

方がいらっしゃったらその方にコーチという形で部活動に入って

いただくというような制度をつくっていかなければならないので

はないかと思います。 
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区域弾力化というのは、様々なスポーツの機会を与えるというこ

とで大変バランスをとるのが難しいですが、三木委員さんなにかご

意見有りませんか。 

 

区域弾力化だけでなく、ほかにも様々な課題が学校の中にあっ

て、学校の中で解決できることと外の協力が必要なことや保護者も

考えなければならない課題が出てきていると思います。その課題に

対して学校が全部引き受けるということではなくて、学校は学校な

りのルール作りをして、学校が外部に依頼するときはそれなりのル

ールづけをして、できればお互いに共通認識を持ったうえで、地域

の協力なしに学校はあり得ないので、そこと協力することが大切だ

と思います。様々な課題をいろいろな機能と連携し、解決していく

必要があると思います。学校現場でできることと地域ができること

は種類が違うと思います。お互いに「できること」をうまく生かし

て子どもたちが間に挟まって、困ることがないように、家庭の問題

について、教育委員会がどこまで踏み込んでいけるのかということ

も含めて、子どもたちのためにできることを決めるルール作りが必

要になってきていると思います。 

 

 学校は外部の人を入れるというよりも、本当は１年契約ででもき

ちんと非体罰等の契約を結ぶ必要があるのかもしれないですね。

「子どもたちの成長を願って」のディスカッションですが、ほかに

何かありませんか。 

 

 教育懇談会についてですが、前向きな意見も出してもらっていま

すが、２６年度からＥＳＤを本格的に導入していくということで動

いていると思いますが、２年間出席した結果、なかなか意図してい

ることが伝わらない、堅苦しい会になっていると思います。忙しい

中、たくさんの方々がせっかく時間をとって集まっているので、お

互いの親睦が深まったり、交流できたり、意思の疎通がはかれたり

というような前向きな成果が表れるように検討していくべきでは

ないかと思います。 

 今度ＥＳＤに取り組むということで学校にテーマが出されてい

ますが、これからそれぞれの学校で取り組んでいくわけですが、Ｅ

ＳＤの取組と日常生活の活動が切り離された形にならないように
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していく必要があると思います。ＥＳＤ教育が学校教育の芯にな

り、すべての教育につながっていくということの理解を深めていか

なければならないのではないかと思います。そうすると、この教育

懇談会についても、地域との連携や保護者の協力というのがとても

大事になってきますし、回数についてももっと増やしていくべきも

のだと思います。そういうふうに前向きに、取り組んでいくという

認識を持つべきだと思います。 

今はどうしても、上から押されてきたものをやらされているとい

う意識が学校にも、地域にも、保護者にもあるのではないかと思い

ます。そうなると、いっそのこと教育懇談会のテーマや会の持ち方

を３者で決めるように、任せてみたらどうかと思います。現場は負

担が増えるといって非常に反発が大きいと思いますが、ＥＳＤの考

え方では、そういう活動が非常に大切だということを伝えていくこ

とが必要だと思います。教育懇談会の本来の意図はそういうところ

にあったのではないかと思います。長年取り組んでいる事業ですの

で、本当に必要であると感じられるものにみんな作りあげていかな

ければならないと思います。 

 

教育懇談会については、全校同じ形式をするのではなくて、校区

ごとのＰＴＡ、地域、校長先生等に、任せてしっかり責任をもって

やっていくということで、教育懇談会とＥＳＤを強く結び付けてい

こうという考え方ですか。 

 

ＥＳＤ教育をする上で、教育懇談会はとても大事なものであると

いうしっかり理解してもらうことですね。実現についてはなかなか

難しいことだと思いますが。 

 

教育懇談会の件に関して、自由討論のテーマを募集したときがあ

ったのですが、学校施設の修繕要望や備品購入要望事項のみが出て

きたことがありました。そんなことで、交通マナーや学力というよ

うなテーマをこちらで決め、熟議という形で小さいグループを作

り、１回はみんなしゃべって帰るような話し合いの形式をとってい

ます。次回は、ＥＳＤをテーマとしてやっていきたいと思っていま

すが、先生方がどれほどＥＳＤをきちんと理解しているかという問

題もありますし、先生方が理解していないのに、保護者にＥＳＤを

どのように伝えられるのかという問題もあります。教育委員会が主
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体で行うと、講義形式という形になってしまうと思います。 

８ページをご覧ください。いじめ問題対策の項目に積極的な生徒

指導の充実というのがあります。その中の一番上の部分に、「あい

さつ日本一のまちを目指す」と示してあります。直接的に言うと、

学校の一番の目標は学力をつけることです。そして、自立した子ど

もを育てることです。学力や自立といってもなかなか分かってもら

えない部分があると思いますが、あいさつというのが素直に出る子

どもが育てられたらいじめもなくなるだろうと思いますし、学力向

上や基本的生活習慣にも影響を与えるだろうと思います。どういう

ふうな形であいさつ日本一のまちを目指すかということをテーマ

にすれば、様々な意見が出ると思います。それを具体的に考えるこ

とが持続可能な社会づくりにつながっていくと思います。あいさつ

運動が十分ＥＳＤ教育につながっていくと思います。ＥＳＤのねら

いは、学力向上と自己実現を図る子どもを育てていくことです。実

践として、あいさつをすることがＥＳＤにつながっていくと思いま

す。今後は、それを環境問題や人権問題へ伸ばしていければいいと

考えています。 

各学校が教育計画というのを毎年作成しており、それを見たとこ

ろ、「あいさつ」ということが、すべての学校に入っています。新

居浜全体で行い、地域の人も保護者の人もそれに協力してほしいと

いうことで、それを教育懇談会のテーマで実施すれば、ＥＳＤにつ

ながる話し合いができるのではないかと思います。 

 

あいさつに関して、一つ思うことは、「子ども会議」の際にも子

どもたちにも考えさせたらいいと思いました。小学生でも中学生で

も自分自身で具体的に考えられるテーマであること、自分を振り返

ることができるということ、本当に具体的な案として何ができるか

ということを考えやすいのではないかと思います。ぜひ、子どもた

ちにもああいう場を作っていますので、取り上げてみたらいかがで

しょうか。 

 

「子ども会議」については、昨年、いじめについて討議させたの

ですが、人権宣言がある学校とそうではない学校があり、まず人権

宣言を新居浜全体で小学校用と中学校用を作ろうと思います。昨年

は中学校単位で、いじめをなくすことについて考えたので、それを

土台にして、実践したことも踏まえて、今年、市民に対して新居浜
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市の中学校・小学校はこのような人権宣言をし、その中であいさつ

ということも結びつけていけたらと思います。そのように「子ども

会議」については取り組んでいきたいと思っています。 

 

あいさつということについて、ひとつお願いなのですが、様々な

障がいのもたれている方は通常のコミュニケーションができない

方もいますし、外国の方へのあいさつ等もあると思いますので、通

常の「おはようございます」ということだけでなく、様々なコミュ

ニケーションの仕方を示していく必要があるのではないかと思い

ます。 

 

多様な形でのあいさつの仕方を考えていく必要がありますね。 

 

 二つほど検討をお願いしたい点があります。 

一つは、いじめ問題のところで、学校から要望が上がっておりま

すスマートフォン（スマホ）等の使用の件についてですが、昨年の

ＰＴＡ総会のときに市Ｐ連が夜１０時以降はお互いに携帯の使用

は止めようという宣言があったと思います。家庭電話であれば、電

話の使用が把握でき、その場で注意することも可能だと思うのです

が、個々の携帯電話だと相手の迷惑も考えずに、使用していること

もあると思います。教育委員会はこのことについて、バックアップ

していってほしいと思いますし、子どもたちに対して、情報モラル

教育の必要があると思います。 

 もう一つは「人にやさしいまちづくり」の中で、子どもたちを守

るという点で、行政機関として一番信用のおける愛媛県警と教育委

員会の連携が必要になってくるのではないかと思います。愛媛県警

の推進している取組として「まもる君の家」がありますが、教育委

員会が窓口となって、ＰＴＡと地域に協力を得て、地域で子どもを

守ることを意思表示していくべきであると思います。１０年ほど前

に、郊外で様々な事件があり、学校だけでは子どもたちを守れない

ということで、市民団体や企業などの協力も得て、「防犯パトロー

ル中」というステッカーを車やバイクに貼るということをしまし

た。今では、シールもかなり色あせてきていますので、再度、子ど

もたちを守っているという意思表示をするものを提示しなければ

ならないのではないかと思っていました。したがって、「まもる君

の家」のステッカーについてご検討いただければと思います。 
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 宮内委員長 

 

 伊藤学校給食課長 

 

 

 宮内委員長 

 

 阿部教育長 

 

警察との連携という部分について、スマホ、携帯電話の使用につ

いても「子どもたちの成長を願って」の中に入れ込もうということ

ですか。 

 

「まもる君の家」については、社会教育課の方で予算をとって、

作成する予定にしています。 

 

 今月の１６日に市Ｐ連の研究大会において、いじめに関するシン

ポジウムがあり、そこで話をする予定ですので、スマホに関するい

じめについてお話ししようと思います。また、合わせて伊藤委員さ

んがおっしゃられた夜１０時以降の携帯電話の使用に関してもお

話ししようと思います。 

 

 ２月の２４日までに「子どもたちの成長を願って」についてご意

見をいただければそれを修正して、３月の定例教育委員会に提出し

ようと思いますので、また、ご意見をお寄せください。 

 

他に連絡事項はございませんか。 

 

「にいはまものしり検定」についてです。 

 ＜資料に基づき説明＞ 

 

他に連絡事項はございませんか。 

 

図書館システムリニューアルについてのお知らせです。 

＜資料に基づき説明＞ 

 

他に連絡事項はございませんか。 

 

学校給食費未納状況を報告させていただきます。 

＜資料に基づき説明＞ 

 

他に連絡事項はございませんか。 

 

 新居浜高専教育フォーラム２０１３のご案内という資料がある
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と思います。 

 ３月８日に新居浜高専で、フォーラムがあります。泉川小学校と

東中学校の代表が発表をします。高専から小中学校へ行った時の様

子等の発表もありますので、お時間あればご参加いただければと思

います。 

 

他に連絡事項はございませんか。 

 

愛媛新聞の切り抜きについてご覧ください。 

 新居浜のものしり博士は？ということで宮西小学校の取組、小中

学生科学奨励賞について記事が掲載されています。４ページ目の泉

川中学校１年の阿部君については全国表彰ということで、市長表敬

訪問を１３日にする予定です。新居浜東中の生徒が愛媛駅伝で優勝

した件について、１２日に市長表敬訪問をする予定です。スポーツ

文化課の方で、市民に対してわくわくするような記録を出してくれ

たということで、「スポーツわくわく賞」を創設し、顕彰したいと

思っています。 

 

１月２３日には多喜浜小学校で、１月２５日には高津小学校で、

「命の大切さ」ということで、宮内委員長さんが講演を行ってくれ

ました。 

 

ちょっとユニークなことをして普段の授業とは少し異なった形

で講演を行ったのですが、多喜浜小学校では公民館のホールを利用

させていただいたので、子どもたちもちょうど、雰囲気が変わって

良かったのではないかと思いました。男は男で良かった、女は女で

良かった、そしてお互いを大切にしようというような内容のことを

お話ししました。個人的には公民館において、親子で学ぶ性教育と

いうようなことができればいいと思っています。学校では学校の教

育、家庭では家庭の教育があり、それをつなぐのが公民館だと思っ

ています。そこでぜひやりたいと思います。 

 

２月１１日９：３０からＥＳＤ教育を新居浜市で進める上で、四

国４県でどのようなことを行っているか、基本的なＥＳＤのとらえ

方等をＮＰＯ法人グローバルネットワークの人から新居浜で講演

したいということでお話がありました。ちょうど今年１１月に岡山
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県と愛知県でＥＳＤの１０年間の成果発表ということで、その中心

となっている岡山ユネスコの池田 満之さん、環境省の高松事務所

の方が来て、ＥＳＤシンポジウムが開催されますので、ぜひご参加

お願いします。 

 

お配りしている資料をご覧ください。東京都台東区立忍岡小学校

を訪問し、話を伺ってきたことについてご報告いたします。その中

で、特に興味深かったのは、土曜学習への取り組みです。教師たち

は土曜日に２日参加すれば、振替休日を１日獲得できるという方法

をとり、国がゆとり教育を推進しているときから生徒に土曜日の授

業を行っていたそうです。振替休日については、夏休み、冬休み、

春休みにとれるようにし、週二日の休みを確保していたそうです。

なお、東大に近い小学校なので、東大に行って勉強したり、上野動

物園、国立博物館の方たちと契約し、その施設に自由に入って勉強

できるシステムを確立していました。新居浜市でも博物館を利用し

た教育等取り入れて行けるのではないかと思いました。簡単な報告

書ですので、またお目を通していただければと思います。 

 

他に連絡事項はございませんか。 

 

それでは、次回の定例会の開催日を決めさせていただきたいと思

います。３月の定例会は、３月７日金曜日の１５時から開催させて

いただきます。 

それでは、平成２６年第２回新居浜市教育委員会定例会を一度閉

会いたします。ありがとうございました。 

 

 

  新居浜市教育委員会会議規則第５４条の規定により署名する。 
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